
















































（8）求職者等の個人情報の取扱いについて

１�　平成 11 年６月に、職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）が改正され、新たに職業安定法第５
条の４（「求職者等の個人情報の取扱い」に関する規定）が設けられ、同年 12 月から施行されました。
　�　職業安定法第５条の５（令和 4年 10 月１日職業安定法第５条の４から同法第５条の５へ改正）
では、「公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者
及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けよう
とする者（中略）は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところに
より、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内で
これを保管し、及び使用しなければならない」と定められております。
２�　また、法に基づく指針（平成 11 年労働省告示第 141 号）の第５では、収集してはならない個人
情報（※ 42 ページ参照）や個人情報の収集方法等が具体的に示されており、労働者の募集を行う
者は募集形態の如何（※文書募集、直接募集、委託募集）を問わず、法第５条の５の規定、指針
第５を遵守して行わなければなりません。（※ 62 ページ参照）
３�　採用選考に当たっては、従来から応募者の適性と能力のみを判断基準としていただくとともに、
身元調査は行わないよう事業主の皆様方にお願いしてきたところです。
　�　また、インターネット上の応募者個人のＳＮＳには、上記指針において原則として収集しては
ならないとされている情報が含まれている可能性があります。
　�　就職差別を未然に防ぎ、公正な採用選考を実施していただくため、この法の規定、指針を遵守
するだけでなく、応募者の適性と能力を基準とした公正な採用選考を実施していただくようお願
いいたします。
　

　職業安定法（抄）（求職者等の個人情報の取扱い）
第�５条の５�公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う
者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けよ
うとする者（次項において「公共職業安定所等」という。）は、それぞれ、その業務に関し、求職者、
労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個
人情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要
な範囲内で、厚生労働省令で定めるところ（※）により、当該目的を明らかにして求職者等の個
人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
　（以下略）
　※インターネットの利用、その他の適切な方法により行うこと。

◇違反した時は
○違反行為をした場合は、職業安定法に基づく行政指導や改善命令等の対象となる場合があります。
○�改善命令に違反した場合は、罰則（6ヶ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）が科せられる場合
もあります。



指針【平成 11 年労働省告示第 141 号】（抄）
第五�求職者等の個人情報の取扱いに関する事項（法第五条の五）
一　個人情報の収集、保管及び使用
（一）�　職業紹介事業者等（※注）は、法第五条の五第一項の規定によりその業務の目的を明らかに

するに当たっては、求職者等の個人情報（一及び二において単に「個人情報」という。）がどの
ような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定
できる程度に具体的に明示すること。

（二）�　職業紹介事業者等は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個
人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な
職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示
して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ�　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ
る事項
ロ　思想及び信条
ハ　労働組合への加入状況

※イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。
　イ関係
　　①�　家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切

に実施するために必要なものを除く。）
　　②　容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
　ロ関係　人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌・愛読書
　ハ関係　労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

（三）�　職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下で
本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であっ
て、適法かつ公正なものによらなければならないこと。

（四）�　職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新
規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定
局長」という。）の定める書類により提出を求めること。

（五）�　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使
用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

（六）�　職業紹介事業者等は、法第五条の五第一項又は㈡、㈢若しくは㈤の求職者等本人の同意を得
る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。

　　イ�　同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り
具体的かつ詳細に明示すること。



指針【平成 11 年労働省告示第 141 号】（抄）
第五�求職者等の個人情報の取扱いに関する事項（法第五条の五）
一　個人情報の収集、保管及び使用
（一）�　職業紹介事業者等（※注）は、法第五条の五第一項の規定によりその業務の目的を明らかに

するに当たっては、求職者等の個人情報（一及び二において単に「個人情報」という。）がどの
ような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定
できる程度に具体的に明示すること。

（二）�　職業紹介事業者等は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個
人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な
職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示
して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ�　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ
る事項
ロ　思想及び信条
ハ　労働組合への加入状況

※イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。
　イ関係
　　①�　家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切

に実施するために必要なものを除く。）
　　②　容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
　ロ関係　人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌・愛読書
　ハ関係　労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

（三）�　職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下で
本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であっ
て、適法かつ公正なものによらなければならないこと。

（四）�　職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新
規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定
局長」という。）の定める書類により提出を求めること。

（五）�　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使
用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

（六）�　職業紹介事業者等は、法第五条の五第一項又は㈡、㈢若しくは㈤の求職者等本人の同意を得
る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。

　　イ�　同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り
具体的かつ詳細に明示すること。

　　ロ�　業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに
対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。

　　ハ�　求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。
二　個人情報の適正な管理
（一）�　職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ず

るとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
　　イ　個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
　　ロ　個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置
　　ハ　正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
　　ニ　収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
（二）�　職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情

報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。
（三）～（四）略
三　個人情報の保護に関する法律の遵守等
　�　一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律第二条第
十一項に規定する行政機関等又は同法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者に該当する
場合には、それぞれ同法第五章第二節から第四節まで又は同法第四章第二節に規定する義務を遵
守しなければならないこと。

※注�　職業紹介事業者等は、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定
募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者を指します。



（9）個人情報保護法について

個人情報保護法で規定する「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、これに

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの又は個人

識別符号が含まれるものが該当します。

また、個人情報保護法（第 2条第 3項）には、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう

にその取扱いに特に配慮を要するものとして「要配慮個人情報」が定義されています。

個人情報取扱事業者（使用者等）における個人情報の取扱いは、個人情報保護法第４章の規定に

基づいて行うことが義務付けられており、個人情報を取り扱うに当たって、利用目的の特定や適正

な方法による取得等が必要です。

利用目的は、本人（労働者・応募者等）からみて、その個人情報がどのように利用されるのかが

合理的に想定できる程度に具体的・個別的に特定しなければならず、また、要配慮個人情報を取得

する場合には、利用目的の特定とともに、あらかじめ本人の同意を得る必要があるなどといった、

個人情報の取扱いに関する義務があります。

個人情報の保護に関する法律（抜粋）

平成十五年法律第五十七号

（定義）

条二 第  第三項　この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が

生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情

報をいう。

◯　福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

っよに例条でまれこ、もていおに県本、）行施日1月4年5和令（い伴に正改の法護保報情人個　 

て運用されてきた個人情報の取扱いが、同法によることとなりました。

県本、らかとこな能可がとこるす定制を例条で内囲範たれさ任委に法護保報情人個、しだた　 

では、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和5年 4月 1日施行）を制定し、同和地区

の所在地を含む記述が記載された「個人情報」を「条例要配慮個人情報」として規定すること

で、「要配慮個人情報」と同様に取扱いに特に配慮を要するものとして取り扱っています。

福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例（抜粋）

令和四年十二月二十三日

福岡県条例第四十三号

（条例要配慮個人情報）

条三 第  法第六十条第五項の条例で定める記述等は、福岡県部落差別の解消の推進に関する条例（平

成三十一年福岡県条例第六号）第八条に規定する同和地区の所在地を含む記述等とする。


